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議案第１号　各部会等からの報告について

（相談支援部会長）
相談支援部会は３月に２回目の開催。難病患者支援体制と保健所保健師の役割について松戸保健所の保健師より説明を受けた。保健所の機能についての情報や、相談支援の現場として難病支援について知ることができ、非常に有意義な部会となった。
また、市内のクリニックの医師による指定難病の医療費助成に必要な「臨床調査個人票」の入手について、及び作成できる専門医の制度についての解説もあった。医師の視点からの話は、非常にわかりやすく大好評であった。今後様々な場所で講演してほしい内容であった。講義の内容について、相談支援事業所へ共有した。
　もう１つの議題として、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築として、昨年度に引き続き病院訪問を実施。また来年も実施していきたいと考えているが、来年度は病院側から来てもらう方法でも良いのではないかという話も出ている。このようにして情報交換の機会を増やすことが出来れば良いと思う。ただ、柏市の病院となるため、布佐方面まで目を通すのは難しいかもしれないが、市としては良い取り組みである。

（会長）
　何か質問や意見はあるか。

（委員）
　高次脳機能障害の研修は関係あるか。

（事務局）
　県で実施している相談支援専門員研修ではないか。２，３月頃に行動障害や高次脳機能障害、精神障害についての内容で開催された。

（委員）
　各事業所の人が参加する中で、自分は知的障害の人と関わることが多いため難病に関わることは少ないが、高次脳機能障害の人と関わることは多い。その中で家庭の中や個人での生きづらさが課題となる場合もある印象である。

（委員）
高次脳機能障害と診断は受けていなくても、症状があるという人もいる。支援をしている中で、他の支援機関から情報をもらうこともある。こうした学びは必要であり、医療機関と関わって知る人も多い。
　また、難病というとALSや介護保険の必要がある若者といったように疾病があると身近に感じるかもしれない。高齢分野と比べて障害分野は、難病の人と関わる機会が少ない。
（権利擁護部会長）
障害者の理解促進・権利擁護啓発作品展を実施した。市長賞、優秀賞を決定するため、アビスタ等で事前に展示・投票を実施した。市民への啓発という意味でも、投票期間を設けたのは効果的であったと考えられる。さらに、各賞の授賞式（令和７年１２月７日の障害者週間記念イベントで開催）も実施したことでより作品を知る機会となった。
そして、初めての試みとして令和８年１月２２日に我孫子市グループホーム連絡会と共催で障害者虐待防止研修を実施。「グループホームにおける虐待防止を考える」という内容で講師による講演会、グループワークを行った。当日の資料は事例が細かく提示されているため、非常に参考になる資料となっている。
　当日は４名程度のグループに分かれ模擬事例を参考にグループワークを行った。限られた時間の中での開催となったが、全体的な評価は高かった。研修アンケートの結果によると、多くの人がグループワークが分かりやすかったと回答している。また、グループワークは習得できたと感じることができたと回答したのは、参加者１８名のうち１５名であった。そして、このような研修があったら参加してみたいと回答したのも１５名であった。
　グループワークの時間を十分には設けられなかったが、権利擁護部会委員をファシリテーターとして各グループに配置したことで、うまく調整することができたと考えられる。今後も研修については開催していきたいという意見が出ている。
　虐待・成年後見の実績については、令和７年度はおそらく令和６年度を超す件数になるであろうと考えられる。
　全体として、障害者虐待防止研修は今後も継続し、ポスター展に関しては毎年の開催ではなく、数年に一度開催するのはどうかといった意見が出ている。これらを題材に令和８年度の取組みを計画していく。

（会長）
　　何か質問や意見はあるか。

（委員）
　障害者虐待防止研修において、グループホームの虐待を選んだ理由はあるのか。

（権利擁護部会長）
　この研修は我孫子市グループホーム連絡会と共同で実施をした。共同で開催する方が人が集まるのではないかという意見を踏まえ、我孫子市グループホーム連絡会に協力をお願いした。企画にも参加してもらい、参加者の募集等を行った。

（委員）
　今年度より地域連携推進会議が始まり、地域の人に関わってもらいながら開けた事業所にしていく必要がある。数か月前に事件もあったが、今一度力を入れて取り組んでいきたい。


（就労支援部会長）
　福祉施設のパンフレット作成、就労選択支援事業の２つを柱として議論、検討をした。
　パンフレットは随時情報を追加できる状態にしている。特別支援学校を卒業する人の参考資料や、企業への情報発信等を目的に作成した。小学校のバザーに福祉施設が呼ばれる機会があり、商品の売り上げが好調であるという報告を受けている。どのような施設でどのような商品を作っているか知りたいという問い合わせがあり、パンフレットを閲覧してもらえればと思う。誰でもアクセスしやすいように、インターネットでの掲載を予定している。まずは、それを知ってもらうことが課題となってくる。
　また、就労選択支援事業について市内においては１事業所が対応している。初めは戦々恐々していたが、思いのほか困っていないのが現状である。重度の人が多く、事業所に来るというよりは、訪問してモニタリング等を行っている場合が多い。今後もサポートしあっていくことができればと考えている。
　来年度は障害者が地域で働くことを促進していければという話が出ている。内容としては、企業へ発信するシンポジウムの実施である。企業側としては障害者の力を知るきっかけ、福祉施設側としてはどのような仕事があるかを明確化することも可能となる。現在人材不足となっている中で、外国人の雇用が増加している。障害種別によるが、言語が伝わる日本人のほうが研修等を実施しやすく、双方にメリットが生まれる。来年度は年２回部会を開催する予定であるため、シンポジウムは部会とは別で打ち合わせを進めていく。

（会長）
　　何か質問や意見はあるか。

（委員）
　パンフレットはカラーになるのか。

（事務局）
　部会として予算を取っておらず、ホームページに掲載することをベースとしている。手元に用意したい場合は、自宅等にプリンターがある場合は印刷するとカラーのものを閲覧できる。

（委員）
　白黒の印刷だとイメージしにくい。また、紙ベースでの用意があれば、地域の人に事業内容が伝わりやすいのではないか。それが浸透し、販促材料になればよいと思う。

（委員）
　学校や就職先に配布することができると良い。


（委員）
　ホームページで探すのも狭き門である。書面であれば誰でもすぐに閲覧が可能である。

（委員）
　広告契約を結ぶことが難しければ、せめてカラー印刷し製本綴じをすることができると良い。方向性として企業にお願いすることも検討してもよいと思う。また、1部いくらといったように値段を決め、売り上げを出すことも良いと考えられる。

（委員）
　他市では大きさを変更して広告掲載している場所もある。

（事務局）
　就労系だけでなく、市内の障害の事業所一覧を作成できないかと高齢者支援課と協議を行った。高齢分野のほうが膨大な利用者がいるため作成しやすいが、障害分野は利用者が限られているため難しく、市としてお金をかけることができず実施には至らなかった。障害者プランも次回から製本しないことになっている。

（委員）
　より多くの場所へ配布するのが良いと思うが、パンフレットは相談支援事業所のみの配布でも良いのではないか。

（委員）
　チラシを作成し、そこにQRコードを掲載する方法はどうか。学校の生徒にチラシを配布し、市のホームページに掲載（LINEの活用）することで周知が可能となる。

（委員）
　情報が更新されていくため、実現は難しいかもしれない。改訂版を用意し、企業への理解を深めるといった様々な切り口を作ることはできると思う。

（委員）
　生活介護の事業所を含めていない理由はあるか。

（委員）
　自立支援協議会の就労支援部会として作成したため、生活介護の事業所は含めていない。

（事務局）
　障害者支援課で作成している「障害福祉のしおり」には市内の事業所名、住所、連絡先を掲載している。これを充実させたいと考えている。


（くらし部会長）
　日中支援型グループホームの評価としてソーシャルインクルーホーム我孫子南新木、グループホームイノベル我孫子の２か所を実施した。
　両事業所共に２０名定員の共同生活援助で、外部の日中活動サービスを積極的に活用している。また、幅広い障害の人を受け入れており、訪問看護や買い物の同行といった生活支援も充実している。さらに、ソーシャルインクルーホーム我孫子南新木は、児童の短期入所の受け入れを行っており、積極的に緊急対応も受け入れを行っているという報告だった。
　しかし、ソーシャルインクルーホーム我孫子南新木は職員の負担が大きい状態である。常に２４時間３６５日携帯電話を取れる状態になっているという報告であったため、管理者への負担もあることや、物価高騰に伴う食費面での課題も挙げられた。
　そして、令和９年８月に新しいグループホームが設立するため、その事業所に説明に来てもらった。今求められるものを踏まえ、今後の支援に向けて話をした。

（会長）
　　何か質問や意見はあるか。

（委員）
　評価についてもっと厳しくしても良いのではないか。極端に言えば、褒めるところは褒める。また、グループホームイノベル我孫子は地域連携推進会議を開催した報告があるが、ソーシャルインクルーホーム我孫子南新木はない。地域連携推進会議を開催していないのか。

（くらし部会長）
　ソーシャルインクルーホーム我孫子南新木も開催している。近隣住民等にも参加を依頼し、利用者の住みやすさを評価した。

（委員）
　グループホームイノベル我孫子は、食事が安い印象がある。食事についての確認もすることができると良いと思う。

（事務局）
　地域連携推進会議をどのように開催するかは、各事業所に委ねている。事業所負担で、食事を提供してもらうといった取り組みは可能であると思うが市から要望はできない。

（くらし部会長）
　いくつかのグループホームでは、食事の写真を見せてくれた。また、事業所によっては動画を作成してくれていたため、事業所での様子を見ることができた。
　食事に関して、株式会社、NPO法人といった所属によってグループホームの在り方や考え方が変わってくる。食事を発注している場所や自身で作っている場所等様々あるのが現状。食費の安さゆえに運営を継続出来るか心配になる面もある。

（事務局）
　グループホームの食事に関しては、今後くらし部会で協議していく必要がある。

（会長）
　療育・教育システム連絡会の報告は、担当の委員が欠席のため省略する。
　続いて、自立支援協議会の連携機関である福祉施設連絡会より報告をお願いする。

（委員）
　福祉施設連絡会について、施設が増加していることに伴い加盟団体が増加している。３か月に１度開催し、最近は２５名から３０名の参加がある状態。１つの施設から複数人参加があるように、施設内での困りごとや対応方法についての情報交換の風習ができたことが大きいと考えられる。
　また、地域課題や施設課題を話し合うグループワークを設けたことで、参加する意義が生まれたのではないか。地域課題として利用者、職員の高齢化が挙げられる。福祉の仕事は若者に選ばれにくい印象がある。それに伴い、利用者の高齢化によりサービスを介護へ移行するのか、またその引継ぎをどうするかが課題となる。今は件数が少ないが、今後増加した際に高齢分野と障害分野の連携強化が必要となってくるという意見が出た。
　さらに、障害者福祉センターが来年度で閉館することに伴い、機能訓練の場がなくなってしまうのも課題として挙げられた。我孫子市の財政状況を把握しているため、新たに建設することは提案出来ず、代替案を考える必要がある。障害者支援課と協議し、財政負担が少ない形での作業訓練の場を設ける方法を考えていきたい。
　これまで市が担ってきた部分をどうするかと考えると、各事業所でお願いすることも負担が大きい。残り１年間で民間なども視野に入れながら考えていきたい。
そして、福祉施設連絡会として販売をすることに力を入れているのは今後も続けていきたい。地域に障害のある人が頑張っていることを知ってもらう機会を増やしていきたい。来年度は障害者支援課で開催する障害者週間記念イベントと共催で福祉施設連絡会も活動をする予定。

議案第２号　第4期障害者プランの実績報告について

（事務局）
　令和７年度前期の実績のうち、市として特に力を入れたことについて説明。
　まず、市民への啓発については、広報あびこ１１月１６日号に障害者週間の啓発として、障害者の理解促進・権利擁護啓発ポスターの紹介と東京２０２５デフリンピックや手話の紹介記事を掲載した。また、１２月７日にアビスタでABIKO２０２５～障害者週間記念イベント～を開催し、パラスポーツ体験、福祉マルシェ、ポスター展示・作品の授賞式、講演会を実施した。
　イベント時の実績としては、ボッチャが３１名、モルックが３３名、卓球バレーが３０名の参加、ほっとマルシェは６団体が参加し４万８８７０円の売り上げがあった。子供連れが多く、小物やお菓子類の売れ行きが良くi工房のコーヒーも人気であった。
　また、特定非営利活動法人わごころの吉田充理事長による講演会を開催。「障害者のサポートの上手な仕方、され方」について講演を行い、２３名の参加があった。
　そして、障害者週間記念ポスターの展示について、アビスタミニホール前に掲載し、講演会の前に市長賞及び優秀賞の授賞式を実施。
　続いて、介護給付・訓練等給付については７年度実績（９月時点）での報告をしているが、就労選択支援については１０月より新設したサービスとなるため９月時点では実績は０となる。しかし、１２月末時点では２名、２月末時点では４名の利用がある。
続いて、合同企業説明会の実施について説明する。福祉のしごと相談会は、令和７年１１月１５日に介護サービス事業者連絡協議会及び福祉施設連絡会の主催、高齢者支援課との共催により実施した。アビイクオーレ１階エントランス、３階アビイホールにて開催し、市内事業所による就労相談会（３階アビイホール）や、相談ブースにて参加事業者が来場者へ求人内容、仕事内容を説明した。また、各事業所のパンフレットや仕事内容、募集要項等の設置・配布や、福祉のしごと紹介等の啓発イベント（１階エントランス）、福祉事業所創作物の展示販売「マルシェ」の開催を行った。
　実績として、相談ブースで実際に相談された人数が１６３名、そのうちその後事業所の見学等に繋がった人数が８名、採用内定に繋がった人数は３名であった。

（会長）
何か意見や質問はあるか。

（委員）
　障害者プランの施策の中の若年がん患者の福祉用具の貸与・購入については、国立がん研究センター東病院や東京慈恵会医科大学附属柏病院等への情報提供が必要不可欠である。どこに相談したらよいか、窓口が個々になってしまっているため、制度の周知を行い、他市からの遅れを取り戻すべきである。

（事務局）
これまでは我孫子医師会のみへの共有となっていたため、今後周知していく。

（会長）
　他の質問や意見はあるか。

（委員）
　介護保険ボランティアポイント制度は、高齢者支援課から我孫子市社会福祉協議会へ委託されており、４１施設で活動を実施している。だが、障害分野のグループホーム等は含まれていないため、今後介入していきたい。
　また、福祉のしごと相談会の報告の際に説明があった、内定者３名の種別はどのようになるか。

（事務局）
　正規職員、会計年度任用職員といった種別は不明。高齢者支援課からのデータとなる。

（委員）
　どのような事業所が出店したのか。

（事務局）
　２０事業所の出店があった。詳細については後程資料を共有する。

（委員）
　障害のある人とは限らないのか。

（事務局）
　福祉のしごと相談会の来場者で仕事が決まった人は障害のある人、一般の人と様々いる。

（委員）
　障害者福祉センターが来年度で閉館するということで、これまで担ってきた事業はどうするのか。

（事務局）
　行政職員が各事業所を訪問して実施していきたいと考えている。

（会長）
　他の質問や意見はあるか。

（委員）
　チャレンジドオフィスあびこの具体的な内容について教えてほしい。

（事務局）
　障害者福祉センターで活動をしている。市が直接雇用し、現在は３名である。仕事内容は庁内で募集しており、印刷製本や封入等を業務としている。

（会長）
　他の質問や意見はあるか。

（委員）
　障害者就労支援センターの運営として、就労準備支援の動きが分かりにくい。以前は福祉施設の利用者の評価として、短期集中訓練を実施していたが終了したため、どのように進められているかが把握できていない。

（事務局）
　詳細を把握している職員がいないため、後程回答する。

（委員）
　障害者福祉センターへ問い合わせる。

（委員）
　福祉避難所の開設・運営についての詳細を教えてほしい。

（事務局）
　市職員の経験を増やすために年に１回訓練を開催している。今年度はあらき園にて実施し、我孫子市手をつなぐ育成会や福祉施設連絡会、他の施設へ声をかけ見学してもらった。もし受け入れをするとなった場合にどのようなことが起こるか、開設の様子を実演しながらデモンストレーションを行った。

（委員）
　アセスメントを取る際に障害特性の理解だけでなく、信頼関係の構築が必要となる。認定調査等で培った経験や技術があることで、相手も安心することができるため、市職員全員がそうした経験や技術があると良いと思った。ただ、まずは取り組むことに意味があると思いながら参加した。

（委員）
　高齢障害者が介護保険へ移行した場合の障害福祉制度による利用者の負担軽減について、負担は軽減されたのか。

（事務局）
　元々生活介護や障害福祉サービスを利用していた人は自己負担がない人が多い。通所介護や多様なサービスになった際に、介護保険に移行したことで自己負担が発生した人へ、制度が移行したことでの不利益がないように障害者支援課でその分の費用を負担するという内容となる。現状としてあまり多くはないが、徐々に増加するであろうと考えられる。

（委員）
　我孫子市は、本人の状態を考えながら６５歳からを目安に介護保険に移行することの説明はしているが、強制的に移行することはしていない。しっかりと理解されている印象がある。

（事務局）
　介護保険制度は半分保険料で担われているため、市の障害福祉サービスでの負担が大きいという課題もある。障害・高齢と双方選ぶことが可能であれば、基本的には徐々に介護制度に馴染んでいくと考えられる。しかし、強制ではなく対象となったことの周知、移行を検討する上での選択肢として提案している。また、事業所の施設状況、本人の状態を考慮し検討しながら、慣れてきたら移行といったように柔軟に対応している。
　引き続き障害福祉サービスを受けることはできるが、同じサービスであれば介護保険が優先となる。

（委員）
　病気で障害を負った人の介護保険を申請するかというところで、本人の気持ちと病気への理解等を踏まえ、本人・家族にとって何が1番良いか支援者で集まって話したケースがあった。

（委員）
　市も巻き込みながら話し合いを行っていくべきである。

議案第３号　委託相談支援事業所検証について

（事務局）
　今後、相談支援事業（委託相談）についてそれぞれの事業所の検証を行っていきたいと考えている。そのため、第1号議案において日中支援型グループホームの評価でも挙げられていたが、評価方法について意見をいただきたい。今年度の地域相談支援事業業務委託に伴う仕様書や松戸市、福井市における評価書を参考に、まずは来年度以降に向けてのたたき台となるための意見を徴収したい。
　まず、前提として我孫子市の相談支援体制について説明する。障害者まちかど相談室という名称で市内５か所に委託し障害者相談支援事業を担っている。内容としては、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のための必要な援助も行っている。また、全ての障害者まちかど相談室が地域生活支援拠点として位置づけられており、障害児者の重度化・高齢化や親亡きあとを見据えつつ、地域の実情に応じながら障害児者が安心して生活をすることができるサービス提供体制を地域全体で構築することに取り組んでいる。
　次に、相談実績については５事業所の総合実績となるが、令和７年度１月末時点では８，３９０件、２月末時点では９，０８８件となっており令和６年度を上回る数値となっている。重複している項目もあるが、幅広い相談を受けている。
　次に、相談支援事業の業務は４つに分けられ、福祉サービスの相談、利用支援として精神科退院から各種福祉サービスへ繋ぐ支援、セルフプラン作成支援、福祉サービス内容の説明、セルフプランの人の協議書の作成、サービスは利用していないが定期的に来所相談する人への支援、引きこもりの人への支援、高齢者支援課や社会福祉課へ繋ぐ相談、関係機関からの相談を受けている。
次に、権利擁護のための必要な援助として、成年後見制度の説明、成年後見申立てのための個人情報シートの作成の相談、後見人との連携による支援、虐待が疑われるケースの相談を受けている。
　さらに、障害福祉サービス分野におけるネットワークの構築として、病院やクリニックとの情報共有や退院時の会議出席、児童相談所主催のケース会議への出席、CASとのケース会議への出席、まちの保健室開催、地域ケア会議（地域包括・民生委員）への出席、まちかど相談室の場所を学習支援や引きこもり家庭支援団体に提供することでの地域連携の推進、特別支援学校の移行支援会議への参加、訪問看護事業所との連携、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの病院訪問への参加、自立支援協議会への参加をしている。
　そして、地域の相談支援体制強化の取組として、相談支援事業所報告会（年６回）での各事業所の取組みの報告と、困難事例の共有、相談支援事業所連絡会（年６回）でのグループスーパービジョンや就労選択支援、感染症対策、児童の相談支援に関する意見交換、市内相談支援事業所の新人職員の現場研修の受け入れ、相談支援従事者現任研修の実施をしている。
　今後の課題として、委託相談と特定相談の両立が難しく、地域に相談支援事業所が少ないことで計画相談のケースを多く持っているため、委託相談の動きがとりにくいことがある。これは相談支援事業所の数を増やすことで改善が見込まれる。
また、地域生活支援拠点と位置づけはできたが、活用ができていないことも課題である。これは地域生活支援拠点コーディネーターがいないこと、周知が不十分であることが要因となる。
そして、障害根拠がない人への支援や障害需要がない人への支援について、まちかど相談室で受けているが繋ぎ先がない状態であることも課題となる。

（会長）
　現状に関する質問や意見はあるか。

（委員）
　評価というのは、各事業所がどのように業務を担っているかを評価するという認識でよいか。

（事務局）
　その通りである。

（委員）
　この評価は、今後の委託料の増減等に関わってくるのか。

（事務局）
　関わってくると考えられる。

（委員）
　相談支援は人件費が大きいため、引きこもりの支援としてどのくらい時間がかかっているかにもよるが、高く評価してもよいと思う。また、障害根拠のない人への支援もハードルが高い印象があり、技術も求められるため高評価をしてもよいと思う。

（事務局）
　客観性があり、納得できるような内容であることが望ましい。予算の関係で難しい部分もあるが、不公平のないように進めていきたい。

（委員）
　例えば、２名体制の事業所で、１名分の人件費は委託料で賄っているという実態があるとすると、どこまでが正解かは仕事量の兼ね合いもあるが、土日祝日の対応についても担っていることからもっと評価してもらうしかないのではないか。市の財政的に難しいのは仕方ないが、それを承知の上で議論をするべきであると思う。
　評価の比較として提示されている２市は、意見のみを集約して評価するのが福井市、明確なガイドを作成し客観視できるのが松戸市である印象。財政面の根拠資料とするのであれば、松戸市のほうが良いと思う。

（委員）
　評価の必要性は理解できるが、具体的に何時間かかりその成果がどうなったかを求められる評価であると苦しい面もあると考えられる。加えて、評価される側が納得できる形が望ましい。

（委員）
　評価される側が提出する書類の煩雑さ、負担感を考えると難しいと感じるが、評価委員を別で設定し評価する方法も良いのではないか。または、自立支援協議会本部会委員全員が評価者となる方法もあるが、負担も考えられる。
　
（事務局）
　くらし部会の報告の際に評価シートの話があったが、評価基準をどうするかをしっかり決める必要がある。ただの評価で委託料の増減が関わってくると、そこだけ頑張ればよいと思ってしまう。そのため、そこを明確化しなければ双方が辛くなってしまう可能性もある。
　また、高齢者なんでも相談室とは違い相談員の人員不足が見られる障害分野での評価は、まずは今行っている業務が適正かを判断する必要がある。予算と結びつけると内容がそれてしまう可能性があるため、客観的指標を考えていきたい。

（委員）
　事業所が力を入れていることをフィードバックしていくと良い。もう一歩頑張れそうなところを伝えることで、全体の質の向上を図ることができるとより良い事業所になると考える。


（委員）
　評価によって委託料を決めるのであれば、根拠を開示する必要がある。件数評価とするのか。

（事務局）
　どこまで市が求めるか、どのようにしたいかを提示する必要がある。人口等の地域性を考慮すると、件数のみの判断は難しいと考えられる。また、件数についてもカウント方法が異なる。委託相談での頑張りをリストアップ、洗い出しすることが出来ればと考える。この場で実際に評価シートを作成するのではないため、今回は意見をいただければと思う。

（委員）
　事業所の実情を本部会で聞くのか。評価シートを作成するとしても期間をどうするかといった問題も出てくる。

（事務局）
　今はたたき台となるための意見を収集している状態であって、これはまた改めてという形となる。現状として、年に1回市で事業所のヒアリングを行っている。ここでの意見等を自立支援協議会本部会にかけるという意見もあると考えられ、今行っているヒアリングに新たな視点を取り入れるといったように様々な意見を徴収したい。

（委員）
　障害者まちかど相談室の現状として非常に頑張ってくれているが、５か所での体制のままでは過重な状態である。

（委員）
　障害者まちかど相談室の増減となると、また違ってくる気がする。計画相談の件数も増加しており、委託相談のみでも負担が大きいと感じているが、さらに苦しい状態となっている。

（委員）
　この現状を改善したいと思っているが、計画相談のみでは運営が難しいため委託相談も実施している。

（委員）
　計画相談のみでは運営が難しいのは、制度上の問題である。市や、事業所が努力をしてもどうにもならないのではないか。

（事務局）
　黒字の事業所もある。運営のノウハウを提供してもらうことで、抵抗感を減らしていくことが出来ると良い。また、協働型の相談支援事業所を作ることで、収益を黒字化しやすくする方法もある。１人が個人事業所を立ち上げようとすると、加算を取ることさえ難しくなかなか厳しい面もある。相談支援事業所の増加以外に、地域の相談体制としての協働型についても来年度話をしていく。
　また、地域生活支援事業における障害者相談支援事業の充実も図っていきたい。引きこもりの人が数年かけて出てきてくれた話や、何もサービスを使ってないが事業所には来てくれたといった報告を受けている。こうした内容を踏まえ、マイナスにならない形での評価を実施していきたい。

（委員）
　減点方式ではなく、加点方式にするのもよい。

（事務局）
　この評価が事業所のモチベーションや、やりがいにも繋がることが出来ると良いと考える。

（委員）
　相談実績で示されているように、実績の項目を細分化するのはどうか。細分化することで実績へ繋がり、時間のかかる項目がより評価されるような実績報告ができると良い。だが、これまでよりも細分化するとなると、確認に負担がかかるかもしれない。

（委員）
　タブレット端末を使用するのはどうか。

（委員）
　事業所によってカウント方法も微妙にずれてくるのであれば、フォーマットを統一するのはどうか。また、フォーマットに対するガイドを付けることで迅速な対応が可能となる。

（委員）
　例えば、就労の相談があった場合に本人は働きたいと言っているが、本当は働きたくない意思を感じてしまうと、相談員の受け取り方によっては「就労に関する支援」の項目に含めない場合もある。相談員や事業所によって認識の違いが生じてしまうかもしれない。
（委員）
　相談員の精神的負担や労力も考慮した仕組みを作る必要がある。

（事務局）
　報告として出してもらった数字に、一定の数を掛ける方法も考えられる。

（委員）
　点数化することが良いことなのかと思っている。これまでは市への毎月の報告書の中に自由記述欄があり、事業所の活動を記載する欄があった。個人的には、自由記述欄を残した状態で各々報告会で説明できると良いと思っていた。しかし、様式が変更したことで記述欄がなくなってしまった。

（事務局）
　それぞれの項目に対する件数だけでなく、仕様書に基づいた報告をお願いしている。報告の中で会議への参加等について詳しく説明をしてもらっている。その報告に上がっていないことは、ヒアリングを通じて聴収した内容となる。その内容を見たほうが実感が湧くと思うため、意見を受け止めまとめたものをもとに再度意見をいただきたい。

（会長）
　議題は以上となるが、事務局から連絡等あるか。

（事務局）
　現在の委員の任期が令和８年５月末までとなる。今後継続をお願いする場合は、意向の確認をしていきたいと考える。
　また、来年度は障害者プランの策定の年度となるため、引き続き委員委嘱をする場合には開催数が多くなる。今後ともご協力をお願いしたい。

（会長）
　以上をもって、令和７年度第２回自立支援協議会本部会を閉会する。
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